
建築物等の解体・改修等⼯事における⽯綿作業主任者技能講習テキスト No.217500 
正誤表 6 版（令和 5 年 12 ⽉ 15 ⽇） 

⾴ 箇所 誤 ⾴ 箇所 正 
192 第 14条 

第 1 項 

 事業者は、⽯綿等の切断等の作業等に労働

者を従事させるときは、当該労働者に呼吸⽤

保護具（第 6 条第 2 項第 1 号の規定により

隔離を⾏った作業場所における同条第 1 項

第 1 号に掲げる作業（除去の作業に限る。次

項及び第 35条の 2第 2 項において「吹付⽯

綿等除去作業」という。）に労働者を従事さ

せるときは、電動ファン付き呼吸⽤保護具⼜

はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸

器、酸素呼吸器若しくは送気マスク（次項及

び第 35条の 2第 2 項において「電動ファン

付き呼吸⽤保護具等」という。）に限る。）を

使⽤させなければならない。 

192 第 14条 

第 1 項 

 事業者は、⽯綿等の切断等の作業等に労働

者を従事させるときは、当該労働者に呼吸⽤

保護具（第 6 条第 2 項第 1 号の規定により

隔離を⾏った作業場所における同条第 1 項

第 1 号に掲げる作業（除去の作業に限る。次

項及び第 35条の 2第 2 項において「吹付⽯

綿等除去作業」という。）に労働者を従事さ

せるときは、防じん機能を有する電動ファン

付き呼吸⽤保護具若しくは防毒機能を有す

る電動ファン付き呼吸⽤保護具であつて防

じん機能を有する⼜はこれと同等以上の性

能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは

送気マスク（次項及び第 35条の 2第 2 項に

おいて「電動ファン付き呼吸⽤保護具等」と

いう。）に限る。）を使⽤させなければならな

い。 
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頁 箇所

共通 表3-7（ｐ.81） 表3-7（p.68）に修正

26 表1-1 出典　厚生労働省・環境省「建築物等の解体等 出典　厚生労働省・環境省「建築物等の解体等

に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止 に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止

対策徹底マニュアル（令和3年3月） 対策徹底マニュアル（令和3年3月）（令和6年2月改正）

・P.34図2ｰ1他、以下テキスト内共通　　

40 15行目 ●建材の名称など、正式名称（商品名）を ●建材の名称など、正式名称（商品名）を入力すれば、

入力しなければ検索できない。 精度良く検索できる。

＊ある程度〔あいまい検索〕も可能になった

43 ９行目 ただし、2006（平成18）年９月１日以降に ただし、2006（平成18）年９月１日以降に

施行された建築物に関しては除く。 着工した建築物に関しては除く。

49 図2-12 事前調査記録の記載事項（例）

（工作物石綿事前調査者の追加）

56 図3-2 様式第１号の２（第5条関係） 様式第21号

法改正に対応し、「建設工事計画届」に差替え

建築物等の解体等・改修工事における石綿作業主任者技能講習テキスト（№217500）
補足資料　〈第6版〉用

　「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」が令和6年3月に改正されたま
した。これに伴い、「建築物等の解体等・改修工事における石綿作業主任者技能講習テキスト（№217500）（第6版）の
内容について補足資料を発行しますので、ご参照ください。

第6版（令和5年12月15日） 補足内容
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59 23行目の後 （右記事項を追加） 表示については、掲示板による掲示のほかデジタルサイネージ

(表3-3の前) 等の電子情報処理組織を使用する等の方法があり、インター

ネットによる掲示の内容の公開も推奨される。

106 10行目 ・・ただし、石綿粉じんの飛散のおそれが高い場合 ・・ただし、石綿粉じんの飛散のおそれが高い場合

は、表3-7①～③の呼吸用保護具を使用する。 は、表3-7①の呼吸用保護具を使用する。

125 16行目 石綿含有仕上塗材の除去については、「石綿等を 　石綿含有仕上塗材の除去については、「電動工具による石綿等

湿潤な状態のものとすること。徐じん性能を有する の切断を行う場合は、石綿等を湿潤な状態にした場合

電動工具を使用すること」と石綿等の粉じん・・・ においても高濃度の粉じんが発散するおそれがあることや電動工

具を使用中に散水等を行うことによる感電のおそれがあることから、

原則として徐じん性能を有するものを使用する必要がある」と

石綿等の粉じん・・・

152 ９行目 　2014年6月に適用された新石綿技術指針にお

いて、呼吸用保護具等の選択に関する考え方は

次のとおりである（表１-１,１-２参照）

　2014年6月（令和6年1月に技術上の指針の一部改正）に

適用された新石綿技術指針において、呼吸用保護具等の選択に

関する考え方は次のとおりである（表１-１,１-2参照）

①　石綿等の除去等の作業を行う際に着用する

呼吸用保護具は、隔離空間内部では、電動ファン

付き呼吸用保護具等とする。

①　石綿等の除去等の作業を行う際に着用する呼吸用保護具

は、隔離空間内部では、電動ファン付き呼吸用保護具等とする。

②電動工具を用いて石綿等の切断等の作業等を行う場合、電

動ファン付き呼吸用保護具（漏れ率に係る性能区分がS級であ

り、ろ過材の性能区分がPS３又はPL3のものであり、かつ、呼吸

用保護具の製造業者により指定防護係数が300以上であること

を証明する形式に限る。）又はこれと同等以上の指定防護係数

を有する呼吸用保護具を使用する。

②隔離空間外部（隔離を行う）・・・ ③隔離空間外部（隔離を行う）・・・

154 表1-3 （表の一部を追加）

石綿含有仕

上塗材

155 ２行目 (1）面体形及びルーズフィット形（フードをもつも

の）の電動ファン付き呼吸用保護具・・・

（1）面体形及びルーズフィット形（フード又はフェイスシールドから

なるもの）の電動ファン付き呼吸用保護具・・・
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155 写真1-１の前 （新しく表１-４を挿入）

156 ９行目 ⑨ルーズフィット形には、フェイスシールドをもつ種類

もあるが、有害性の高い粉じんに対して十分な性

能が得られるものを使用する。

（削除）

157 11行目 （右記を追加） ⑪ルーズフィット形には、フェイスシールドをもつ種類もあるが、有害

性の高い粉じんに対して十分な性能が得られるものを使用する。

162 表1-4 〔等級別の記号の意味〕

R:取替え式防じんマスク　L:液体粒子による試験

に合格　S:個体粒子による試験に合格　１,2,

３：粒子捕集効率の最低値によるランクに対応

（削除）

162 表1-4 （表を追加）（表1-5に変更）

＊2の後に

164 11行目の後 この方法を用いることが望ましい。 この方法を用いることが望ましい。

　顔面と面体の隙間から・・・ 　面体を有する呼吸用保護具は、使用に当たり、面体と顔面の隙

間から面体内に入り込む危険性があるため、密着性の良否の確

認が必要である。マスク通達「防じんマスク、防毒マスク及び電動

ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」第１の５に定

めるところにより１年以内ごとに１回フィットテストを行うこと。＊1

　顔面と面体の隙間から・・・

164 下から３行目

の前に

（右記を追加） ＊1　建物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏え

い防止対策徹底マニュアル（令和6年2月改正）より

201 6.建築物等の・・・6.「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿

等にばく露するおそれがある建築物等における業務

での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の

指針」

６.「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露する

おそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止

に関する技術上の指針の一部を改正する件」について

＊主な改正の趣旨は、「石綿等の切断等の作業の際に石綿等の湿潤化の措置

を講じることを義務付けており、当該措置が著しく困難な場合は、徐じん性能を有

する電動工具の使用等の措置を講ずることを努力義務としている」等


